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応援を頼む +１１９番通報+ＡＥＤの手配

意識を失っている（呼びかけ、刺激に反応しない）

●胸とおなかは動いてますか？　●呼吸音が聞こえますか？
●息を顔に感じますか？

呼吸がある場合は、気道確保を
行い安静にして様子を見る

これらが確認できなければ、呼吸が止まっていると判断します。

普段どおりの息をしていますか？

しているしているしていないしていない

救助者が１人だけの場合は、心
肺蘇生法を２分間実施してから
119番通報とＡＥＤの手配

片手をおでこに当て、片手であご
先を持ち上げる。

乳首を結んだ線の中央を
片手のひらの付け根で圧
迫する。

乳首を結んだ線の中央を
両手のひらの付け根で圧
迫する。

１分間に100～120回のペースで行う

１

10秒以内に確認２

心臓マッサージ３

次ページへ

乳首を結んだ線の中央か
ら足側に向けて人差し指
～薬指を並べる。中指と
人差し指または薬指の２
本の指で圧迫。
※他に両手の親指で押す
方法もあります。

心臓マッサージについては、県ホームページに
動画で詳しく紹介していますので、右記のQR
コードから是非ご確認ください。



気道確保４

人工呼吸（２回）５

心臓マッサージ+人工呼吸の繰り返し６

口と鼻を大人の口でおおい、息を１秒
かけて２回吹き込む。

おでこに当てた手の指で鼻をつまみ、
口から息を１秒をかけて２回吹き込む。

心臓マッサージ30回に人工呼吸２回の割合で繰り返す

片手をおでこに当て、片手であご先を持ち上げる。

※吹き込む量は、胸が軽く膨らむ程度です。口を離すと胸が沈み、息が吐き出されます
　ので２回目を行います。

ＡＥＤ到着（ＡＥＤ操作は講習を受講してください）

①電源を入れる→電極パッドを装着する
（小児用のパッドが備わっている場合には、未就学児までの子どもにはそれを用います）

●救助者が２人以上いる場合は、２分間（15：2のサイクルを10サイクル）程度を
　目安に交代して、絶え間なく続けることが大切です。
●体が動き出す、うめき声を出す、普段通りの呼吸が現れたらやめる。

②ＡＥＤのメッセージに従います。
「普通救命講習」等を受講し、救命技能を身に付けましょう。

※人工呼吸や心臓マッサージの方法については、最寄りの消防署、または日本赤十字社に
　お問い合わせ下さい。





甲府市地域医療センター内

翌日または休日明けに必ず通常の診療時間内にかかりつけ医などの
診療を受けましょう。
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●利用時間 平　日　午後７時～翌朝７時

土曜日　午後３時～翌朝７時

休　日　午前９時～翌朝７時

●電話番号

●休日や夜間における発熱や下痢、嘔吐やひきつけなど、お子さんの

　急な病気に関して、専門の看護師による電話相談を行っています。

　小児救急医療を受診しようと思った時や、症状について判断がつか

　ない時は、小児救急電話相談をご利用ください。

＃８０００（短縮ダイヤル）

●対  応  者 小児救急に精通した看護師

●相談内容 子どもの急な病気に関する相談
（発熱、下痢、嘔吐、ひきつけなど）

※ダイヤル回線からおかけの場合は、055-226-3369〈甲府市〉へ

　（くれぐれも番号をお間違えのないようご注意ください）

※慢性疾患や育児相談など、急を要しない相談はご遠慮ください。

※電話での助言です。電話による診断、治療はできませんので、

　あらかじめご了承のうえ、ご相談ください。

　なお、医療機関の案内は行っていません。

　（受診を希望する場合は、小児初期救急センターへご連絡ください。【P-30】)

※電話が混み合うことが予想されますので、簡潔にご相談ください。

※話し中の場合は、恐れ入りますが、少し時間をおいてから、

　おかけ直しください。

※明らかに救急を要する急病の場合は、医療機関または１１９番へ

　ご連絡ください。

山梨県小児救急医療事業推進委員会
（事務局　山梨県福祉保健部医務課）
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